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○⻑期使⽤構造等とするための措置及び維持保全の⽅法の基準

〔平成⼆⼗⼀年⼆⽉⼆⼗四⽇号外国⼟交通省告⽰第⼆百九号〕

⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律施⾏規則（平成⼆⼗⼀年国⼟交通省令第三号）第⼀条各項及び第五条の規定に基づき、⻑期使⽤構

造等とするための措置及び維持保全の⽅法の基準を次のように定める。

⻑期使⽤構造等とするための措置及び維持保全の⽅法の基準

第１ 趣旨

この告⽰は、⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律施⾏規則（以下「規則」という。）第１条各項に規定する国⼟交通⼤⾂が定める措置及

び規則第５条に規定する国⼟交通⼤⾂が定める維持保全の⽅法の基準について定めるものとする。

第２ 定義

この告⽰における⽤語の定義は、評価⽅法基準（平成１３年国⼟交通省告⽰第１３４７号）に定めるもののほか、次に定めるところによ

る。

１．この告⽰において「住宅」とは、⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号。以下「法」という。）第２条第１項

に規定する住宅をいう。

２．この告⽰において「⼀⼾建ての住宅」とは、規則第４条第１号に規定する⼀⼾建ての住宅をいう。

３．この告⽰において「共同住宅等」とは、規則第４条第２号に規定する共同住宅等をいう。

４．この告⽰において「認定対象住⼾」とは、⼀⼾建ての住宅⼜は共同住宅等に含まれる⼀の住⼾であって、法第６条第１項の認定（以下単

に「認定」という。）の対象となるものをいう。

５．この告⽰において「認定対象建築物」とは、認定対象住⼾を含む建築物をいう。

第３ ⻑期使⽤構造等とするための措置

規則第１条各項に規定する国⼟交通⼤⾂が定める措置については、次に掲げる基準を満たすこととなる措置⼜はこれと同等以上の措置とす

る。

１．構造躯体等の劣化対策

（１） 適⽤範囲

全ての住宅に適⽤する。

（２） 住宅を新築しようとする場合の基準（以下「新築基準」という。）

評価⽅法基準第５の３の３―１（３）の等級３の基準に適合し、かつ、次の①から③までに掲げる認定対象建築物の構造の種類に応

じ、それぞれ次に掲げる基準に適合すること。

① ⽊造

次に掲げる基準に適合すること。

イ 区分された床下空間（⼈通孔等により接続されている場合は、接続されている床下空間を１の部分とみなす。）ごとに点検⼝を設け

ること。

ロ 区分された⼩屋裏空間（⼈通孔等により接続されている場合は、接続されている⼩屋裏空間を１の⼩屋裏空間とみなす。）ごとに点

検⼝を設けること。

ハ 床下空間の有効⾼さを３３０㎜以上とすること。ただし、浴室の床下等当該床下空間の有効⾼さを３３０㎜未満とすることがやむ

得ないと認められる部分で、当該部分の点検を⾏うことができ、かつ、当該部分以外の床下空間の点検に⽀障をきたさない場合にあ

っては、この限りでない。

② 鉄⾻造

柱（ベースプレートを含む。以下②において同じ。）、はり⼜は筋かいに使⽤されている鋼材にあっては、次の表１の(い)項に掲げる鋼

材の厚さの区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)項に掲げるイ⼜はロ（鋼材の厚さが６㎜以上の区分における最下階（地階を除く。）の柱脚

部にあっては、イからハまで）のいずれかの防錆措置が講じられていること⼜は①に掲げる基準に適合すること。



表１

(い) (ろ)

鋼材の厚さ 防錆措置

⼀般部 最下階（地階を除く。）の柱

脚部

１５㎜以上 イ 表２における区分３か

ら区分５までのいずれか

の塗膜

ロ 表３における区分３か

ら区分６までのいずれか

のめっき処理

１２㎜以上 イ 表２における区分２か

ら区分５までのいずれか

の塗膜

ロ 表３における区分１か

ら区分６までのいずれか

のめっき処理

イ 表２における区分４か

ら区分５までのいずれか

の塗膜

ロ 表３における区分４か

ら区分６までのいずれか

のめっき処理

９㎜以上 イ 表２における区分３か

ら区分５までのいずれか

の塗膜

ロ 表３における区分３か

ら区分６までのいずれか

のめっき処理

イ 表２における区分５の

塗膜

ロ 表３における区分５⼜

は区分６のいずれかのめ

っき処理

６㎜以上 イ 表２における区分４⼜

は区分５のいずれかの塗

膜

ロ 表３における区分４か

ら区分６までのいずれか

のめっき処理

イ 表２における区分５の

塗膜

ロ 表３における区分５⼜

は区分６のいずれかのめ

っき処理

ハ 表３における区分４の

めっき処理及び表２にお

けるｆ、ｇ⼜はｈのいず

れかの塗膜

２．３㎜以上 イ 表２における区分５の

塗膜

ロ 表３における区分５⼜

は区分６のいずれかのめ

っき処理

イ 表３における区分６の

めっき処理

ロ 表３における区分５⼜

は区分６のいずれかのめ

っき処理及び表２におけ

るｆ、ｇ⼜はｈのいずれ

かの塗膜

１ この表において「柱脚部」とは、柱の脚部をコンクリートに埋め込む場合に

あっては当該鋼材のうちコンクリート上端の下⽅１０㎝から上⽅１ｍまでの範

囲の全⾯をいい、柱の脚部をコンクリートに埋め込む場合以外の場合にあって

は当該鋼材下端から１ｍまでの範囲の全⾯をいう。

２ この表において「⼀般部」とは、最下階（地階を除く。）の柱脚部以外の部分

をいう。

表２

下塗り１ 塗

り

下塗り２ 塗

り

中塗り・上塗り 塗

り



回

数

回

数

回

数

区

分

１

ａ 鉛・クロムフ

リーさび⽌め

ペイント

１

回

― ― 鉛・クロムフリ

ーさび⽌めペイ

ント

１

回

ｂ ジンクリッチ

プライマー

１

回

― ― ― ―

ｃ ２液形エポキ

シ樹脂プライ

マー

１

回

― ― ― ―

区

分

２

ｄ 厚膜形ジンク

リッチペイン

ト

１

回

― ― ― ―

ｅ 鉛・クロムフ

リーさび⽌め

ペイント

２

回

― ― 合成樹脂調合ペ

イント

２

回

ｆ ２液形エポキ

シ樹脂プライ

マー

１

回

― ― 合成樹脂調合ペ

イント

２

回

ｇ ２液形エポキ

シ樹脂プライ

マー

１

回

― ― ２液形エポキシ

樹脂エナメル

１

回

区

分

３

ｈ ２液形エポキ

シ樹脂プライ

マー

１

回

― ― ２液形エポキシ

樹脂エナメル

２

回

ｉ ジンクリッチ

プライマー

１

回

― ― ２液形厚膜エポ

キシ樹脂エナメ

ル

１

回

区

分

４

ｊ ジンクリッチ

プライマー

１

回

２液形エポキ

シ樹脂プライ

マー

１

回

２液形エポキシ

樹脂エナメル

１

回

区

分

５

ｋ ジンクリッチ

プライマー

１

回

２液形エポキ

シ樹脂プライ

マー

１

回

２液形エポキシ

樹脂エナメル

２

回

ｌ ジンクリッチ

プライマー

１

回

２液形厚膜エ

ポキシ樹脂プ

ライマー

１

回

２液形厚膜エポ

キシ樹脂エナメ

ル

２

回

１ この表においてａ、ｃ、ｅ、ｆ、ｇ及びｈの塗膜は、コンクリートに埋め込

む部分には使⽤しないものとする。

２ この表においてｃ、ｆ、ｇ及びｈ以外の塗膜は、めっき処理を施した鋼材に

は使⽤しないものとする。

３ この表においてｃ、ｇ及びｈの塗膜をめっき処理を施した鋼材に使⽤する場

合は、１にかかわらずコンクリートに埋め込む部分に使⽤できるものとする。

４ この表において下塗り１及び下塗り２は⼯場内にて⾏うものとする。

５ この表において「鉛・クロムフリーさび⽌めペイント」とは、⽇本産業規格

Ｋ５６７４に規定する鉛・クロムフリーさび⽌めペイント１種をいう。

６ この表において「ジンクリッチプライマー」とは、⽇本産業規格Ｋ５５５２

に規定するジンクリッチプライマーをいう。



７ この表において「２液形エポキシ樹脂プライマー」とは、⽇本産業規格Ｋ５

５５１に規定する構造物さび⽌めペイントＡ種をいう。

８ この表において「厚膜形ジンクリッチペイント」とは、⽇本産業規格Ｋ５５

５３に規定する厚膜形ジンクリッチペイントをいう。

９ この表において「２液形エポキシ樹脂エナメル」とは、⽇本産業規格Ｋ５６

５９に規定する鋼構造物⽤耐候性塗料の中塗り塗料の規格に適合する膜厚が約

３０μｍ以上のものをいう。

１０ この表において「合成樹脂調合ペイント」とは、⽇本産業規格Ｋ５５１６

に規定する合成樹脂調合ペイントをいう。

１１ この表において「２液形厚膜エポキシ樹脂プライマー」とは、⽇本産業規

格Ｋ５５５１に規定する構造物⽤さび⽌めペイントＢ種をいう。

１２ この表において「２液形厚膜エポキシ樹脂エナメル」とは、⽇本産業規格

Ｋ５６５９に規定する鋼構造物⽤耐候性塗料の中塗り塗料の規格に適合する膜

厚が約６０μｍから１２０μｍまでのものをいう。

表３

めっき処理

区

分

１

⽚⾯付着量が３０ｇ／㎡以上６０ｇ／㎡未満の溶融亜鉛めっき

両⾯付着量が６０ｇ／㎡以上１２０ｇ／㎡未満の溶融亜鉛めっき⼜は

両⾯付着量表⽰記号Ｚ０６、Ｚ０８、Ｚ１０、Ｆ０６、Ｆ０８若しくはＦ

１０に該当する溶融亜鉛めっき鋼材

区

分

２

⽚⾯付着量が６０ｇ／㎡以上９０ｇ／㎡未満の溶融亜鉛めっき

両⾯付着量が１２０ｇ／㎡以上１８０ｇ／㎡未満の溶融亜鉛めっき⼜は

両⾯付着量表⽰記号Ｚ１２、Ｚ１４若しくはＦ１２に該当する溶融亜鉛め

っき鋼材

区

分

３

⽚⾯付着量が９０ｇ／㎡以上１２０ｇ／㎡未満の溶融亜鉛めっき

両⾯付着量が１８０ｇ／㎡以上２４０ｇ／㎡未満の溶融亜鉛めっき⼜は

両⾯付着量表⽰記号Ｚ１８、Ｚ２０、Ｚ２２若しくはＦ１８に該当する溶

融亜鉛めっき鋼材

区

分

４

⽚⾯付着量が１２０ｇ／㎡以上１８０ｇ／㎡未満の溶融亜鉛めっき

両⾯付着量が２４０ｇ／㎡以上３６０ｇ／㎡未満の溶融亜鉛めっき、両⾯

付着量表⽰記号Ｚ２５、Ｚ２７、Ｚ３５若しくはＺ３７に該当する溶融亜

鉛めっき鋼材⼜はＹ１８に該当する溶融亜鉛―５％アルミニウム合⾦めっき

鋼材

区

分

５

⽚⾯付着量が１８０ｇ／㎡以上２２５ｇ／㎡未満の溶融亜鉛めっき

両⾯付着量が３６０ｇ／㎡以上４５０ｇ／㎡未満の溶融亜鉛めっき、両⾯

付着量表⽰記号Ｚ４５若しくはＺ６０に該当する溶融亜鉛めっき鋼材、Ａ

Ｚ７０、ＡＺ９０若しくはＡＺ１２０に該当する溶融５５％アルミニウム―

亜鉛合⾦めっき鋼材⼜はＹ２０若しくはＹ２２に該当する溶融亜鉛―５％

アルミニウム合⾦めっき鋼材

区

分

６

⽚⾯付着量が２２５ｇ／㎡以上の溶融亜鉛めっき

両⾯付着量が４５０ｇ／㎡以上の溶融亜鉛めっき、両⾯付着量表⽰記号が

Ｚ４５若しくはＺ６０に該当する溶融亜鉛めっき鋼材、ＡＺ１５０、ＡＺ

１７０、ＡＺ１８５若しくはＡＺ２００に該当する溶融５５％アルミニウム

―亜鉛合⾦めっき鋼材⼜はＹ２５、Ｙ２７、Ｙ３５、Ｙ４５若しくはＹ６

０に該当する溶融亜鉛―５％アルミニウム合⾦めっき鋼材

１ この表において「溶融亜鉛めっき」とは、⽇本産業規格Ｈ８６４１に規定

する溶融亜鉛めっきをいう。



２ この表において「溶融亜鉛めっき鋼材」とは、⽇本産業規格Ｇ３３０２に

規定する溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯をいう。

３ この表において「溶融５５％アルミニウム―亜鉛合⾦めっき鋼材」とは⽇

本産業規格Ｇ３３２１に規定する溶融５５％アルミニウム―亜鉛合⾦めっき鋼

板及び鋼帯をいう。

４ この表において「溶融亜鉛―５％アルミニウム合⾦めっき鋼材」とは⽇本

産業規格Ｇ３３１７に規定する溶融亜鉛―５％アルミニウム合⾦めっき鋼板及

び鋼帯をいう。

５ この表において「両⾯付着量」とは、３点平均最⼩付着量をいう。

③ 鉄筋コンクリート造

コンクリート（軽量コンクリートを除く。）の⽔セメント⽐が、次のイ⼜はロのいずれか（中庸熱ポルトランドセメント⼜は低熱ポル

トランドセメントを使⽤する場合にあってはイ）に適合していること。ただし、フライアッシュセメントを使⽤する場合にあっては混合

物を除いた部分を、⾼炉セメントを使⽤する場合にあっては混合物の１０分の３を除いた部分をその質量として⽤いるものとする。

イ 最⼩かぶり厚さが次の表の(い)項に掲げる部位の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)項（イ）項に掲げるものである場合においては、

⽔セメント⽐が４５％以下であること。

表

(い) (ろ)

部位 最⼩かぶり厚

さ

（イ） （ロ）

直接⼟に接しない部

分

耐⼒壁以外の

壁⼜は床

屋

内

２㎝ ３㎝

屋

外

３㎝ ４㎝

耐⼒壁、柱⼜

ははり

屋

内

３㎝ ４㎝

屋

外

４㎝ ５㎝

直接⼟に接する部分 壁、柱、床、はり⼜

は基礎の⽴上り部分

４㎝ ５㎝

基礎（⽴上り部分及

び捨てコンクリート

の部分を除く。）

６㎝ ７㎝

注 外壁の屋外に⾯する部位にタイル貼り、モルタル塗り、外断

熱⼯法による仕上げその他これらと同等以上の性能を有する

処理が施されている場合にあっては、屋外側の部分に限り、

(ろ)項に掲げる最⼩かぶり厚さを１㎝減ずることができる。

ロ 最⼩かぶり厚さがイの表の(い)項に掲げる部位の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)項（ロ）項に掲げるものである場合においては、

⽔セメント⽐が５０％以下であること。

（３） 住宅を増築し、⼜は改築しようとする場合の基準（以下「増改築基準」という。）

評価⽅法基準第５の３の３―１（４）の等級３の基準に適合し、かつ、次の①から③までに掲げる認定対象建築物の構造の種類に応

じ、それぞれ次に掲げる基準に適合すること。ただし、仕様に応じた維持管理のために必要な点検間隔を置く場合における評価⽅法基準

第５の３の３―１（４）の等級３の基準の適⽤については、評価⽅法基準第５の３の３―１（３）イ①ａ中「地⾯からの⾼さ１ｍ以内の

部分」とあるのは「地⾯からの⾼さ１ｍ以内の部分で床下空間に露出している部分及び増築⼜は改築の⼯事において露出する部分」と、

評価⽅法基準第５の３の３―１（３）イ①ｂ中「⼟台」とあるのは「⼟台のうち床下空間に露出している部分及び増築⼜は改築の⼯事に

おいて露出する部分」と、評価⽅法基準第５の３の３―１（３）イ①ｆ（ｉｉ）中「４ｍ以下ごとに」とあるのは「５ｍ以下ごとに」と



することができる。また、評価⽅法基準第５の３の３―１（４）ハ①ｂの基準を適⽤した場合にあっては、評価⽅法基準第５の３の３―

１（４）ハ①ｂ（ｉ）の基準を適⽤しない。

① ⽊造

次に掲げる基準に適合すること。

イ （２）①に掲げる基準（点検⼝から⽬視等により床下空間の各部分の点検を⾏うことができる場合にあっては、当該基準のうち

（２）①ハに掲げる基準を除く。）に適合すること。

ロ 評価⽅法基準第５の３の３―１（４）イ①ａ（ｉｖ）（ｂ）、（ｖ）（ｂ）、（ｖｉ）（ｂ）⼜は（ｖｉｉ）（ｂ）の基準のいずれかを適

⽤した場合にあっては、仕様に応じた維持管理のために必要な点検間隔を置くものとすること。

② 鉄⾻造

次に掲げる基準に適合すること。

イ （２）②に掲げる基準⼜は①イに掲げる基準に適合すること。

ロ 評価⽅法基準第５の３の３―１（４）ロ①ａ（ｉｉ）（（４）イ①ａ（ｖｉ）（ｂ）に係る部分に限る。）⼜は（ｉｉｉ）（（４）イ①

ａ（ｖｉｉ）（ｂ）に係る部分に限る。）の基準のいずれかを適⽤した場合にあっては、仕様に応じた維持管理のために必要な点検間

隔を置くものとすること。

③ 鉄筋コンクリート造

評価⽅法基準第５の３の３―１（４）ハ①ａの基準を適⽤する場合にあってはイに掲げる基準に適合し、評価⽅法基準第５の３の３

―１（４）ハ①ｂの基準を適⽤する場合にあってはロに掲げる基準に適合すること。

イ （２）③に掲げる基準に適合すること。

ロ 次の（ａ）から（ｃ）までの⽅法により確かめられたコンクリートの中性化深さ（以下「中性化深さ」という。）が、次の表の(い)

項に掲げる築年数に応じ、耐⼒壁、柱⼜ははりの最⼩かぶり厚さのうち最も⼩さいものの数値が３０㎜以上４０㎜未満である場合は

同表の(ろ)項（イ）項に掲げる数値を、４０㎜以上である場合は同表の(ろ)項（ハ）項に掲げる数値を超えないこと。ただし、建築時

に⼀定の品質管理がなされていると認められるときは、同表の(ろ)項（イ）項に代えて同表の(ろ)項（ロ）項を、同表の(ろ)項（ハ）

項に代えて同表の(ろ)項（ニ）項を⽤いることができる。

（ａ） 採取条件

供試体⼜は削孔粉（以下「供試体等」という。）は、共⽤部分で仕上げ材のない箇所からの採取とし、地上階数が３以下である場

合は１以上の階において、地上階数が４以上６以下である場合は最上階と最下階（地上に限る。）を含む２以上の階において、地上

階数が７以上である場合は最上階・中間階・最下階（地上に限る。）を含む３以上の階において、当該階ごとに３箇所以上採取する

こと。ただし、評価⽅法基準第５の３の３―１（３）ハ①ｂ（ｉ）⼜は（ｉｉ）の基準に適合する場合にあっては、地上階数が５

以下である場合は各階のうち少なくとも１の階において１箇所以上、地上階数が６以上である場合は最上階において１箇所以上採

取することで⾜りるものとする。

（ｂ） 採取⽅法

供試体等の採取の⽅法は、⽇本産業規格Ａ１１０７に規定する⽅法⼜はこれと同等と認められる⽅法によること。

（ｃ） 測定⽅法

中性化深さの測定⽅法は、⽇本産業規格Ａ１１５２に規定する⽅法⼜はこれと同等と認められる⽅法によること。なお、測定結

果のうち、中性化が最も進⾏している箇所の中性化深さの数値を⽤いて評価することとする。

表

(い) (ろ)

築年数 最⼩かぶり厚さ

３０㎜以上４０㎜

未満

最⼩かぶり厚さ

４０㎜以上

（イ） （ロ） （ハ） （ニ）

１０年未満 ４㎜ ５㎜ ７㎜ ８㎜

１０年以上２０年

未満

６㎜ ８㎜ １０㎜ １１㎜

２０年以上３０年

未満

７㎜ ９㎜ １２㎜ １４㎜



３０年以上４０年

未満

８㎜ １１㎜ １４㎜ １６㎜

４０年以上５０年

未満

９㎜ １２㎜ １６㎜ １８㎜

５０年以上６０年

未満

１０㎜ １４㎜ １７㎜ ２０㎜

６０年以上７０年

未満

１１㎜ １５㎜ １９㎜ ２２㎜

７０年以上８０年

未満

１２㎜ １６㎜ ２０㎜ ２３㎜

８０年以上９０年

未満

１３㎜ １７㎜ ２１㎜ ２５㎜

９０年以上１００

年未満

１３㎜ １８㎜ ２２㎜ ２６㎜

（４） ⻑期優良住宅維持保全計画の認定を受けて住宅の維持保全を⾏おうとする場合の基準（以下「既存基準」という。）

次の①から③までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合すること。

① 平成２１年６⽉３⽇以前に新築し、⼜は平成２８年３⽉３１⽇以前に増築し、若しくは改築した住宅（③に該当するものを除く。） 

増築⼜は改築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請が平成２８年４⽉１⽇にされていたならば適⽤された（３）に掲げる基準に

適合すること。

② 平成２１年６⽉４⽇以後に新築した住宅（当該新築した⽇以後、増築し、⼜は改築していないものに限る。以下同じ。） 当該新築に

係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請がされていたならば適⽤された（２）に掲げる基準に適合し、かつ、次のイからハまでに掲

げる認定対象建築物の構造の種類に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合すること。

イ ⽊造

評価⽅法基準第５の３の３―１（４）イ①ｂに掲げる基準に適合していること。

ロ 鉄⾻造

評価⽅法基準第５の３の３―１（４）ロ①ｂに掲げる基準に適合していること。

ハ 鉄筋コンクリート造

評価⽅法基準第５の３の３―１（４）ハ①ｃに掲げる基準に適合していること。

③ 平成２８年４⽉１⽇以後に増築し、⼜は改築した住宅 当該増築⼜は改築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請がされていた

ならば適⽤された（３）に掲げる基準に適合すること。

２．耐震性

（１） 適⽤範囲

全ての住宅に適⽤する。

（２） 新築基準

次の①から④までのいずれかに定めるところにより、基準に適合すること。

① 評価⽅法基準第５の１の１―１（３）イによる場合

認定対象建築物のうち、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２０条第１項第１号に規定する建築物以外の認定対象建築物に

ついて、次のイからハまでのいずれかの基準に適合すること。

イ 評価⽅法基準第５の１の１―１（３）イの基準に適合すること。ただし、地上部分の各階の安全限界変形（建築基準法施⾏令（昭

和２５年政令第３３８号）第８２条の５第５号イに規定する安全限界変形をいう。以下同じ。）の当該階の⾼さに対する割合がそれぞ

れ１／１００（⽊造である階にあっては、１／４０）以下であること。

ロ ⽊造の建築物にあっては、各階の変形（平成１２年建設省告⽰第１４５７号第９の建築物に⽣ずる⽔平⼒と当該⽔平⼒により建築

物に⽣ずる変位の関係を満たすものとする。）について、各階の安全限界変形をそれぞれ７５％以下とした変形を当該各階の安全限界

変形と読み替えて、評価⽅法基準第５の１の１―１（３）イの基準に適合すること。

ハ 評価⽅法基準第５の１の１―１（３）の等級２⼜は等級３の基準に適合すること。ただし、建築基準法施⾏令第８２条の５第５号

ハの表に規定するＧｓの数値は平成１２年建設省告⽰第１４５７号第１０第１項の規定に従って計算するものとし、地上部分の各階



の安全限界変形の当該階の⾼さに対する割合がそれぞれ１／７５（⽊造である階にあっては、１／３０）以下であること。

② 評価⽅法基準第５の１の１―１（３）ロによる場合

認定対象建築物のうち、建築基準法第２０条第１項第１号に規定する建築物以外の認定対象建築物について、次のイ⼜はロのいずれ

かの基準に適合すること。

イ 評価⽅法基準第５の１の１―１（３）の等級２⼜は等級３の基準に適合すること。

ロ 建築基準法施⾏令第８２条に規定する保有⽔平耐⼒計算により評価⽅法基準第５の１の１―１（３）の等級１の基準に適合するこ

とが確認された鉄筋コンクリート造⼜は鉄⾻鉄筋コンクリート造の建築物であり、当該建築物の各階の張り間⽅向及びけた⾏⽅向に

ついて、それぞれ次の（ａ）⼜は（ｂ）のいずれかに適合するものであること。

（ａ） 次に掲げる基準に適合すること。

（ｉ） 各階のＤ の数値（建築基準法施⾏令第８２条の３第２号に規定するＤ の数値をいう。（ｂ）において同じ。）が、当該階

が鉄筋コンクリート造の場合にあっては０．３、鉄⾻鉄筋コンクリート造の場合にあっては０．２５であること。

（ｉｉ） 極めて稀に（数百年に⼀度程度）発⽣する地震による⼒（建築基準法施⾏令第８８条第３項に定めるもの）によって地上

部分の各階に⽣ずる応答変位の当該階の⾼さに対する割合（構造躯体の損傷抑制性能を適切に評価できる⽅法と認められる⽅法

により確かめられたものに限る。）が１／７５以下であること。

（ｂ） 各階のＤ の数値が、当該階が鉄筋コンクリート造の場合にあっては０．５５、鉄⾻鉄筋コンクリート造の場合にあっては

０．５であること。

③ 評価⽅法基準第５の１の１―１（３）ハからチまでによる場合

認定対象建築物のうち、建築基準法第２０条第１項第１号に規定する建築物以外の認定対象建築物について、評価⽅法基準第５の１

の１―１（３）の等級２⼜は等級３の基準に適合すること。

④ 評価⽅法基準第５の１の１―３による場合

評価⽅法基準第５の１の１―３（３）の免震建築物の基準に適合すること。

（３） 増改築基準

評価⽅法基準第５の１の１―１（４）の等級１の基準⼜は評価⽅法基準第５の１の１―３（４）の基準に適合すること。

（４） 既存基準

次の①から③までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合すること。

① 平成２１年６⽉３⽇以前に新築し、⼜は平成２８年３⽉３１⽇以前に増築し、若しくは改築した住宅（③に該当するものを除く。） 

増築⼜は改築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請が平成２８年４⽉１⽇にされていたならば適⽤された（３）に掲げる基準に

適合すること。

② 平成２１年６⽉４⽇以後に新築した住宅 当該新築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請がされていたならば適⽤された（２）

に掲げる基準に適合し、かつ、評価⽅法基準第５の１の１―１（４）ロ⼜は１―３（４）ロ及びハに掲げる基準に適合すること。

③ 平成２８年４⽉１⽇以後に増築し、⼜は改築した住宅 当該増築⼜は改築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請がされていた

ならば適⽤された（３）に掲げる基準に適合すること。

３．可変性

（１） 適⽤範囲

住宅のうち、共同住宅及び⻑屋に適⽤する。

（２） 新築基準

認定対象住⼾について、評価⽅法基準第５の４の４―４（３）イ①及び②に定められた躯体天井⾼が２，６５０㎜以上であること。た

だし、認定対象住⼾が区分所有住宅（法第５条第１項に規定する区分所有住宅をいう。以下同じ。）以外の共同住宅⼜は⻑屋である場合

は、躯体天井⾼及び専⽤配管の設置が可能な床下空間その他の当該認定対象住⼾の可変性の確保に有効な空間の⾼さの合計が２，６５０

㎜以上であること。

（３） 増改築基準

次の①⼜は②のいずれかに適合すること。

① （２）に掲げる基準に適合すること。

② 認定対象住⼾の居室（建築基準法第２条第４号に規定する居室をいう。）の床の上⾯から天井の下⾯までの空間の内法⾼さ（当該内法

⾼さが２以上ある場合にあっては、当該居室の床⾯積の２分の１以上が該当する空間の内法⾼さ）が２，４００㎜以上であること。

（４） 既存基準

Ｓ Ｓ

Ｓ



次の①から③までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合すること。

① 平成２１年６⽉３⽇以前に新築し、⼜は平成２８年３⽉３１⽇以前に増築し、若しくは改築した住宅（③に該当するものを除く。） 

増築⼜は改築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請が平成２８年４⽉１⽇にされていたならば適⽤された（３）に掲げる基準に

適合すること。

② 平成２１年６⽉４⽇以後に新築した住宅 当該新築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請がされていたならば適⽤された（２）

に掲げる基準に適合すること。

③ 平成２８年４⽉１⽇以後に増築し、⼜は改築した住宅 当該増築⼜は改築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請がされていた

ならば適⽤された（３）に掲げる基準に適合すること。

４．維持管理・更新の容易性

（１） 適⽤範囲

全ての住宅に適⽤する。ただし、（２）②及び③並びに（３）②及び③（（４）において適⽤する場合を含む。）については、⼀⼾建ての

住宅には適⽤しない。

（２） 新築基準

次に掲げる基準に適合すること。ただし、共⽤配管について、維持管理の円滑な実施のために必要な措置が講じられている場合にあって

は、当該共⽤配管に評価⽅法基準第５の４の４―２（３）イ⑦及び４―３（３）イ①ｄの基準を適⽤せず、区分所有住宅以外の共同住宅

等であって、維持管理の円滑な実施のために必要な措置が講じられている場合にあっては、評価⽅法基準第５の４の４―１（３）イ③の

基準を適⽤せず、かつ、４―２（３）イ⑥中「⼈通孔その他当該配管に⼈が到達できる経路（専⽤部分に⽴ち⼊らないで到達できるもの

に限る。）」とあるのは「⼈通孔その他当該配管に⼈が到達できる経路」と、４―３（３）イ①ｃ中「⼈通孔その他当該配管に⼈が到達で

きる経路（専⽤部分に⽴ち⼊らないで到達できるものに限り、共⽤部分の仕上げ材等の軽微な除去を伴い到達できるものを含む。）」とあ

るのは「⼈通孔その他当該配管に⼈が到達できる経路（共⽤部分の仕上げ材等の軽微な除去を伴い到達できるものを含む。）」とする。

① 評価⽅法基準第５の４の４―１（３）の等級３の基準に適合すること。ただし、専⽤配管のうち、ガス管に係るものを除く。

② 評価⽅法基準第５の４の４―２（３）の等級３の基準に適合すること。ただし、共⽤配管のうち、ガス管に係るものを除く。

③ 評価⽅法基準第５の４の４―３（３）イの等級３の基準に適合すること。

（３） 増改築基準

次に掲げる基準に適合すること。ただし、専⽤配管及び共⽤配管について、現状⽀障なく使⽤できている場合で、⻑期優良住宅建築等

計画に評価⽅法基準第５の４の４―１（３）イ①及び②、４―２（３）イ①及び②並びに４―３（３）イ①ａ及びｂの基準に適合するよ

う将来更新することを記載する場合にあっては、当該専⽤配管及び共⽤配管に当該基準は適⽤せず、共⽤配管について、維持管理の円滑な

実施のために必要な措置が講じられている場合にあっては、当該共⽤配管に評価⽅法基準第５の４の４―２（３）イ⑦及び４―３（３）

イ①ｄの基準は、適⽤せず、区分所有住宅以外の共同住宅等であって、維持管理の円滑な実施のために必要な措置が講じられている場合に

あっては、評価⽅法基準第５の４の４―１（３）イ③の基準を適⽤せず、かつ、４―２（３）イ⑥中「⼈通孔その他当該配管に⼈が到達

できる経路（専⽤部分に⽴ち⼊らないで到達できるものに限る。）」とあるのは「⼈通孔その他当該配管に⼈が到達できる経路」と、４―

３（３）イ①ｃ中「⼈通孔その他当該配管に⼈が到達できる経路（専⽤部分に⽴ち⼊らないで到達できるものに限り、共⽤部分の仕上げ

材等の軽微な除去を伴い到達できるものを含む。）」とあるのは「⼈通孔その他当該配管に⼈が到達できる経路（共⽤部分の仕上げ材等の

軽微な除去を伴い到達できるものを含む。）」とする。

① 専⽤配管のうちガス管に係るものを除き、評価⽅法基準第５の４の４―１（４）の等級３の基準に適合すること。ただし、現状⽀障

なく使⽤できている場合で、共同住宅等の専⽤配管でパイプスペースから認定対象住⼾内への引き込み部分がシンダーコンクリート等

へ埋め込まれている場合にあっては、当該専⽤配管については評価⽅法基準第５の４の４―１（３）イ①の基準は適⽤せず、現状⽀障な

く使⽤できている場合で、⼀⼾建ての住宅の専⽤配管で床下から屋外へ接続する部分が基礎下に配管されている場合にあっては、当該

専⽤配管については評価⽅法基準第５の４の４―１（３）イ②の基準は、適⽤しない。

② 評価⽅法基準第５の４の４―２（４）の等級３の基準に適合すること。ただし、共⽤配管のうちガス管に係るものを除く。

③ 評価⽅法基準第５の４の４―３（４）イの等級３の基準に適合すること。

（４） 既存基準

次の①から③までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合すること。

① 平成２１年６⽉３⽇以前に新築し、⼜は平成２８年３⽉３１⽇以前に増築し、若しくは改築した住宅（③に該当するものを除く。） 

増築⼜は改築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請が平成２８年４⽉１⽇にされていたならば適⽤された（３）に掲げる基準に

適合すること。この場合において、（３）中「⻑期優良住宅建築等計画に」とあるのは「⻑期優良住宅維持保全計画に」とする。



② 平成２１年６⽉４⽇以後に新築した住宅 当該新築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請がされていたならば適⽤された（２）

に掲げる基準に適合し、かつ、次のイからハまでに掲げる基準に適合すること。

イ 評価⽅法基準第５の４の４―１（４）イ②の基準に適合すること。ただし、専⽤配管のうちガス管に係るものを除く。

ロ 評価⽅法基準第５の４の４―２（４）イ②の基準に適合すること。ただし、専⽤配管のうちガス管に係るものを除く。

ハ 評価⽅法基準第５の４の４―３（４）イ①ｂの基準に適合すること。

③ 平成２８年４⽉１⽇以後に増築し、⼜は改築した住宅 当該増築⼜は改築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請がされていた

ならば適⽤された（３）に掲げる基準に適合すること。この場合において、（３）中「⻑期優良住宅建築等計画に」とあるのは「⻑期優

良住宅維持保全計画に」とする。

５．⾼齢者等対策

（１） 適⽤範囲

住宅のうち、共同住宅等に適⽤する。

（２） 新築基準

評価⽅法基準第５の９の９―２（３）の等級３の基準（ハ①ａ及びｂ、ハ①ｃのうちイ①ｃ及びｄに係る部分、ハ②ａ（ｉｉｉ）のう

ちロ②ａ（ｉｖ）に係る部分、ハ②ｂのうちイ②ｂに係る部分並びにハ③ｂ及びｃを除く。）に適合すること。

（３） 増改築基準

評価⽅法基準第５の９の９―２（４）の等級３の基準（（３）ハ①ａ及びｂ、（３）ハ①ｃのうち（３）イ①ｃ及びｄに係る部分、（３）

ハ②ａ（ｉｉｉ）のうち（３）ロ②ａ（ｉｖ）に係る部分、（３）ハ②ｂのうち（３）イ②ｂに係る部分並びに（３）ハ③ｂ及びｃを除

く。）に適合すること。ただし、各階を連絡する共⽤階段のうち少なくとも⼀つについて、その両側に⼿すりが設置されている場合にあっ

ては、評価⽅法基準第５の９の９―２（３）ハ③の基準は、適⽤しない。

（４） 既存基準

次の①から③までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合すること。

① 平成２１年６⽉３⽇以前に新築し、⼜は平成２８年３⽉３１⽇以前に増築し、若しくは改築した住宅（③に該当するものを除く。） 

増築⼜は改築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請が平成２８年４⽉１⽇にされていたならば適⽤された（３）に掲げる基準に

適合すること。

② 平成２１年６⽉４⽇以後に新築した住宅 当該新築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請がされていたならば適⽤された（２）

に掲げる基準に適合し、かつ、評価⽅法基準第５の９の９―２（４）イ②に掲げる基準に適合すること。この場合において、評価⽅法

基準第５の９の９―２（４）イ①中「（３）イ」とあるのは「（３）ハ」とする。

③ 平成２８年４⽉１⽇以後に増築し、⼜は改築した住宅 当該増築⼜は改築に係る⻑期優良住宅建築等計画の認定の申請がされていた

ならば適⽤された（３）に掲げる基準に適合すること。

６．省エネルギー対策

（１） 適⽤範囲

全ての住宅に適⽤する。

（２） 新築基準

評価⽅法基準第５の５の５―１（３）の等級５の基準に適合し、かつ、次の①⼜は②のいずれかに適合すること。

① 評価⽅法基準第５の５の５―２（３）の等級６の基準に適合すること。

② 共同住宅等であって、次のイ⼜はロに掲げる基準に適合するものであること。

イ 当該共同住宅等の各住⼾の設計⼀次エネルギー消費量（実際の設計仕様の条件を基に算定した⼀次エネルギー消費量をいう。以下

同じ。）の合計（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国⼟交通省令第１号。以下この②において

「基準省令」という。）第１３条第３項第２号に定める数値をいう。）が、当該各住⼾の基準⼀次エネルギー消費量（床⾯積、設備等

の条件により定まる基準となる⼀次エネルギー消費量をいう。以下同じ。）の合計（基準省令第１４条第２項第２号に定める数値をい

う。）を超えないこと。

ロ 当該共同住宅等の各住⼾及び共⽤部分（このロにおいて「住宅⽤途部分」という。）の設計⼀次エネルギー消費量の合計（基準省令

第１３条第３項第１号に定める数値をいう。）が、住宅⽤途部分の基準⼀次エネルギー消費量の合計（基準省令第１４条第２項第１号

に定める数値をいう。）を超えないこと。

（３） 増改築基準

評価⽅法基準第５の５の５―１（４）の等級５の基準に適合し、かつ、次の①⼜は②のいずれかに適合すること。



① 評価⽅法基準第５の５の５―２（４）の等級６の基準に適合すること。

② （２）②に掲げる基準に適合し、かつ、評価⽅法基準第５の５の５―２（４）イ②に掲げる基準に適合すること。

（４） 既存基準

次の①から⑤までに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合すること。

① 平成２１年６⽉３⽇以前に新築した住宅（当該新築した⽇以後、増築し、⼜は改築していないものに限る。） 評価⽅法基準第５の５

の５―１（４）の等級４の基準（ハ④を除く。）に適合し、かつ、次のイ⼜はロのいずれかに適合すること。

イ 評価⽅法基準第５の５の５―２（４）の等級４の基準に適合すること。

ロ 共同住宅等であって、次の（ａ）⼜は（ｂ）に掲げる基準に適合し、かつ、評価⽅法基準第５の５の５―２（４）ハ②に掲げる基

準に適合するものであること。

（ａ） （２）②イに掲げる基準に適合すること。この場合において、（２）②イ中「第１３条第３項第２号」とあるのは「第４条第３

項第２号」と、「第１４条第２項第２号」とあるのは「第５条第３項第２号」とする。

（ｂ） （２）②ロに掲げる基準に適合すること。この場合において、（２）②ロ中「第１３条第３項第１号」とあるのは「第４条第３

項第１号」と、「第１４条第２項第１号」とあるのは「第５条第３項第１号」とする。

② 平成２１年６⽉４⽇から令和４年９⽉３０⽇までに新築した住宅（当該新築した⽇以後、増築し、⼜は改築していないものに限る。） 

評価⽅法基準第５の５の５―１（４）の等級４の基準に適合し、かつ、①イ⼜はロのいずれかに適合すること。

③ 令和４年１０⽉１⽇以後に新築した住宅 （３）に掲げる基準に適合すること。

④ 令和４年９⽉３０⽇以前に新築し、かつ、令和７年３⽉３１⽇以前に増築し、⼜は改築した住宅 評価⽅法基準第５の５の５―１

（４）の等級４の基準に適合し、かつ、①イ⼜はロのいずれかに適合すること。ただし、増築⼜は改築をしない部分については、評価

⽅法基準第５の５の５―１（４）ハ④の基準は、適⽤しない。

⑤ 令和４年９⽉３０⽇以前に新築し、かつ、令和７年４⽉１⽇以後に増築し、⼜は改築した住宅 次のイ⼜はロのいずれかに適合する

こと。

イ （３）に掲げる基準に適合すること。

ロ 当該住宅のうち増築し、⼜は改築した部分が、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防⽌に関する誘導基準及び⼀次エネルギ

ー消費量に関する誘導基準（令和４年国⼟交通省告⽰第１１０６号）に掲げる基準及び評価⽅法基準第５の５の５―１（４）ハ③に

掲げる基準に適合するものにあっては、評価⽅法基準第５の５の５―１（４）の等級４の基準に適合し、かつ、①イ⼜はロのいずれ

かに適合すること。

第４ 維持保全の⽅法の基準

規則第５条に規定する認定対象建築物の維持保全の⽅法の基準は、次に掲げるところにより、点検の時期及び内容が⻑期優良住宅建築等計

画等に定められていることとする。

１．法第２条第３項各号に掲げる住宅の部分について、点検の対象となる部分の仕様に応じた点検の項⽬及び時期が定められたものであるこ

と。

２．１．の点検の時期が、それぞれ認定対象建築物の建築の完了⼜は直近の点検、修繕若しくは改良から１０年を超えないものであること。

３．点検の結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕⼜は改良を⾏うこととされていること。

４．地震時及び台⾵時に臨時点検を実施することとされていること。

５．住宅の劣化状況に応じて、維持保全の⽅法について⾒直しを⾏うこととされていること。

６．⻑期優良住宅建築等計画等の変更があった場合に、必要に応じて維持保全の⽅法を変更することとされていること。

附 則

この告⽰は、法の施⾏の⽇（平成⼆⼗⼀年六⽉四⽇）から施⾏する。

附 則〔平成⼆四年三⽉⼆九⽇国⼟交通省告⽰第三四九号〕

（施⾏期⽇）

１ この告⽰は、平成⼆⼗四年四⽉⼀⽇から施⾏する。

（経過措置）

２ この告⽰の施⾏前にされた⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成⼆⼗年法律第⼋⼗七号）第五条第⼀項から第三項までの規定に

よる認定の申請については、なお従前の例による。

附 則〔平成⼆六年⼆⽉⼆五⽇国⼟交通省告⽰第⼀五三号〕

（施⾏期⽇）



１ この告⽰は、公布の⽇から施⾏する。

（経過措置）

２ この告⽰の施⾏前にされた⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成⼆⼗年法律第⼋⼗七号）第五条第⼀項から第三項までの規定に

よる認定の申請並びに第⼋条第⼀項及び第⼆項の規定による変更の認定の申請については、なお従前の例によることができる。

附 則〔平成⼆七年五⽉⼆九⽇国⼟交通省告⽰第六⼋四号〕

この告⽰は、建築基準法の⼀部を改正する法律〔平成⼆六年六⽉法律第五四号〕の施⾏の⽇（平成⼆⼗七年六⽉⼀⽇）から施⾏する。

附 則〔平成⼆⼋年⼆⽉⼋⽇国⼟交通省告⽰第⼆九三号〕

この告⽰は、平成⼆⼗⼋年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則〔令和元年⼀⼀⽉⼀五⽇国⼟交通省告⽰第七⼋⼆号〕

（施⾏期⽇）

１ この告⽰は令和元年⼗⼀⽉⼗六⽇から施⾏する。

（経過措置）

２ この告⽰の施⾏の⽇前にされた⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成⼆⼗年法律第⼋⼗七号）第五条第⼀項から第三項まで（こ

れらの規定を同法第⼋条第⼆項において準⽤する場合を含む。）の認定の申請であって、この告⽰の施⾏の際、同法第六条第⼀項（同法第⼋

条第⼆項において準⽤する場合を含む。）の認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

附 則〔令和三年⼀⼆⽉⼀⽇国⼟交通省告⽰第⼀四⼋六号〕

この告⽰は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第３の６（３）の改正規定は、令和四年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則〔令和四年⼋⽉⼀六⽇国⼟交通省告⽰第⼋三三号〕

（施⾏期⽇）

１ この告⽰は、令和四年⼗⽉⼀⽇（以下「施⾏⽇」という。）から施⾏する。ただし、第３の１（２）及び（３）の改正規定は、公布の⽇か

ら施⾏する。

（経過措置）

２ 施⾏⽇前にされた⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成⼆⼗年法律第⼋⼗七号。以下「⻑期優良住宅法」という。）第五条第⼀項

から第五項までの規定による認定の申請であって、この告⽰の施⾏の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについて

の認定の処分については、なお従前の例による。

３ 令和五年三⽉三⼗⼀⽇以前にされた⻑期優良住宅法第五条第⼀項から第五項までの規定による認定の申請（前項に規定するものを除く。）

であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成⼗⼀年法律第⼋⼗⼀号。以下「住宅品質確保法」という。）第六条の⼆第五項の確認

書若しくは住宅性能評価書（同条第⼀項の規定による求め（同条第⼆項の規定による住宅性能評価の申請と併せてするものを含む。）を施⾏

⽇前にしたものに限る。）⼜はこれらの写しを添えてされたものについての認定の処分については、なお従前の例による。

４ この告⽰の施⾏の際現に⻑期優良住宅法第六条第⼀項の認定を受けている⼜は施⾏⽇以後に前⼆項の規定によりなお従前の例によること

とされる同条第⼀項の認定を受ける⻑期優良住宅建築等計画の変更については、なお従前の例による。

５ 施⾏⽇前にされた住宅品質確保法第六条の⼆第⼀項の規定による求め（同条第⼆項の規定により住宅性能評価の申請と併せてするものを

含む。）であって、この告⽰の施⾏の際、まだ⻑期使⽤構造等であるかどうかの確認がされていないものについての確認については、なお従

前の例による。

附 則〔令和六年三⽉五⽇国⼟交通省告⽰第⼀三九号〕

この告⽰は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の⼀部を改正する省令〔令和四年⼀⼆⽉経済産業・国⼟交通省令第三号〕附則

第⼀項ただし書に掲げる規定の施⾏の⽇（令和六年四⽉⼀⽇）から施⾏する。

附 則〔令和六年七⽉五⽇国⼟交通省告⽰第⼀〇〇⼀号〕

沿⾰

令和 六年⼀⼆⽉⼆七⽇号外国⼟交通省告⽰第⼀三九六号〔⻑期使⽤構造等とするための措置及び維持保全の⽅法の

基準の⼀部を改正する告⽰附則三条による改正〕

（施⾏期⽇）

第⼀条 この告⽰は、令和七年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、第３の６（２）②及び（３）②ロの改正規定は、公布の⽇から施⾏する。

（経過措置）

第⼆条 次に掲げる処分⼜は確認については、なお従前の例による。



⼀ この告⽰の施⾏の⽇前にされた⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成⼆⼗年法律第⼋⼗七号。第三項において「⻑期優良住宅

法」という。）第五条第⼀項から第五項までの規定による認定の申請（次項において「認定申請」という。）であって、この告⽰の施⾏の

際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分

⼆ この告⽰の施⾏の⽇前にされた住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成⼗⼀年法律第⼋⼗⼀号）第六条の⼆第⼀項の規定による求

め（次項において「確認の求め」という。）であって、この告⽰の施⾏の際、まだ⻑期使⽤構造等であるかどうかの確認がされていないも

のについての確認

２ この告⽰の施⾏の⽇から起算して⼀年を経過する⽇までの間に認定申請⼜は確認の求めがされた場合における当該認定申請についての認

定の処分⼜は確認の求めについての確認（いずれも地階を除く階数が⼆以下、⾼さが⼗三メートル以下及び軒の⾼さが九メートル以下の⽊

造の認定対象建築物（延べ⾯積が三百平⽅メートルを超えるものを除く。）に係るものに限る。）については、この告⽰による改正後の⻑期

使⽤構造等とするための措置及び維持保全の⽅法の基準に規定する基準によることとするための設計の変更に時間を要することその他の事

由により、当該基準により難いと認められる場合においては、この告⽰による改正前の⻑期使⽤構造等とするための措置及び維持保全の⽅

法の基準（次項において「旧告⽰」という。）に規定する基準によることができる。

３ 次に掲げる⻑期優良住宅建築等計画に係る⻑期優良住宅法第⼋条第⼀項の規定による変更の認定の申請についての認定の処分について

は、なお従前の例による。

⼀ この告⽰の施⾏の際現に⻑期優良住宅法第六条第⼀項の認定を受けている⻑期優良住宅建築等計画

⼆ 第⼀項の規定によりなお従前の例によることとされた⻑期優良住宅法第六条第⼀項の認定を受けた⻑期優良住宅建築等計画

三 前項の規定により旧告⽰に規定する基準により⻑期優良住宅法第六条第⼀項の認定を受けた⻑期優良住宅建築等計画

附 則〔令和六年⼀⼆⽉⼆七⽇国⼟交通省告⽰第⼀三九六号抄〕

（施⾏期⽇）

第⼀条 この告⽰は、令和七年四⽉⼀⽇から施⾏する。

（経過措置）

第⼆条 次に掲げる処分⼜は確認については、なお従前の例による。

⼀ この告⽰の施⾏の⽇前にされた⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成⼆⼗年法律第⼋⼗七号。第三項において「⻑期優良住宅

法」という。）第五条第⼀項から第五項までの規定による認定の申請であって、この告⽰の施⾏の際、まだその認定をするかどうかの処分

がなされていないものについての認定の処分

⼆ この告⽰の施⾏の⽇前にされた住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成⼗⼀年法律第⼋⼗⼀号）第六条の⼆第⼀項の規定による求

めであって、この告⽰の施⾏の際、まだ⻑期使⽤構造等であるかどうかの確認がされていないものについての確認

２ 令和四年九⽉三⼗⽇以前に新築された住宅（当該住宅のうち増築⼜は改築をする部分が、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防⽌

に関する誘導基準及び⼀次エネルギー消費量に関する誘導基準（令和四年国⼟交通省告⽰第千百六号）に掲げる基準及び評価⽅法基準第５

の５の５―１（４）ハ③に掲げる基準に適合するものに限る。）について、第３の６（３）の規定を適⽤する場合においては、当分の間、

（３）中「等級５」とあるのは「等級４」と、（３）①中「等級６」とあるのは「等級４」と、（３）②中「適合すること。」とあるのは「適

合すること。この場合において、（２）②イ中「第１３条第３項第１号」とあるのは「第４条第３項第１号」と、「第１４条第２項第２号」

とあるのは「第５条第３項第２号」と、（２）②ロ中「第１３条第３項第１号」とあるのは「第４条第３項第１号」と、「第１４条第２項第

１号」とあるのは「第５条第３項第１号」とする。」とする。

３ 次に掲げる⻑期優良住宅建築等計画に係る⻑期優良住宅法第⼋条第⼀項の規定による変更の認定の申請についての認定の処分について

は、なお従前の例による。

⼀ この告⽰の施⾏の際現に⻑期優良住宅法第六条第⼀項の認定を受けている⻑期優良住宅建築等計画

⼆ 第⼀項の規定によりなお従前の例によることとされた⻑期優良住宅法第六条第⼀項の認定を受けた⻑期優良住宅建築等計画


